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１章 各章共通事項 

１節 共通事項 

1.1.1 一般事項 

(1) 適用範囲 

公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) (以下「標準仕様書」という。) は、建築物等の新築及

び増築に係る建築工事に適用する。 

(2) 受注者は、設計図書（別冊の図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対す

る質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、責任をもって履行する。 

(3) 標準仕様書の適用 

(ｱ) 標準仕様書の２章以降の各章は、１章と併せて適用する。 

(ｲ) 標準仕様書の２章以降の各章において、共通事項が１節に規定されている場合は、２節以降

の規定と併せて適用する。 

(4) 優先順位 

全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位

は、次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8 による。 

(ｱ) 質問回答書 ((ｲ)から(ｵ)までに対するもの) 

(ｲ) 現場説明書 

(ｳ) 特記仕様書 

(ｴ) 別冊の図面 

(ｵ) 標準仕様書 

 

1.1.2 用語の定義 

標準仕様書の用語の意義は、次による。 

(ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 

(ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 

(ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監 督

職員が書面をもって了解することをいう。 

(ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示す 

ことをいう。 

(ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書

面に残すことをいう。 

(ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で受注者等が確認した施工状況、材料の試験結果等

について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図書との適否を判

断することをいう。 

なお、｢品質管理記録｣とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資料

をいう。 
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(ｷ) 「監督職員の立会い」とは、必要な指示、承諾、協議、検査及び調整を行うため、監督職員

がその場に臨むことをいう。

(ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面を

もって知らせることをいう。

(ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資料

を説明し、差し出すことをいう。

(ｺ) 「基本要求品質」とは、工事目的物の引渡しに際し、施工の各段階における完成状態が有し

ている品質をいう。

(ｻ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事における

使用予定の材料、仕上げの程度、性能、精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示

すことをいう。

(ｼ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、方

法等をいう。

(ｽ) 「特記」とは、1.1.1(4)の(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。

(ｾ) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。

～～～ 中 略 ～～～

1.1.8 疑義に対する協議等 

(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図

書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。

(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。

(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。

1.1.9 工事の一時中止に係る事項 

次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその

状況を監督職員に報告する。

(ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合

(ｲ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合

(ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合

(ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合

(ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人

為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた

場合又は工事現場の状態が変動した場合

1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 

契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい

て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督

職員に提出する。
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